（様式２）

地方自治法（昭和22年4月17日法律第67号）第234条第2項、地方自治法施行令（昭和22年5月3日政令第16号）第167条の2第1項第5号及び横浜市契約事務委任規則第4条第4項第2号により次のとおり随意契約を締結したので、その概要を公表します。

[bookmark: _GoBack]令和５年３月24日
横浜市契約事務受任者
南区長　鈴木　健一

１　契約の概要
　　加圧給水ポンプユニット修理

２　履行（納品）場所
　　横浜市南区役所（横浜市南区浦舟町２－３３）

３　契約日
　　令和５年２月21日

４　履行日又は履行期間
　　令和５年３月16日（故障状態解消のための応急処置：令和５年２月21日）

５　契約金額
　　￥143,000－　（うち消費税及び地方消費税相当額　￥13,000－）

６　契約の相手方（名称及び所在）
　　横浜市港北区新横浜２丁目５番15号　新横浜センタービル８階
川本サービス株式会社　首都圏南営業所
営業所長　日高　大

７　当該随意契約を行わざるを得なかった理由
　　故障したポンプユニットは、南区総合庁舎地下の中水タンクから土木棟・消防棟・公会堂棟の各トイレに給水するためのものであり、直ちに専門業者による修理を行わなければ、翌営業日にトイレが断水で使えず市民サービスに重大な支障を生じる恐れがあったため。

８　契約の相手方の選定理由
　　故障したポンプユニットは株式会社川本製作所製であり、早急・確実に修理対応を行うための技術・知識・部品を保有する業者は、川本製作所の関連会社として同社製品の保守や修理を扱う川本サービス株式会社のみであるため。

９　所管課
　　南区総務部総務課
